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 　配置予定管理技術者及び配置予定照査技術者の資格
については、実施要領の２ 技術提案書の提出者に必要
とされる要件 の（12）当該業務の実施体制 に記載のとお
りです。技術士総合技術監理部門を有してる場合の評価
は、４ 技術提案書の作成・提出に係る事項 の（７）技術提
案書を特定するための評価基準 に記載のとおりです。

公募型プロポーザル方式　対象案件に関する質問・回答

質　問　事　項

　管理技術者及び照査技術者の資格要件について

　実施要領P4の（12）当該業務の実施体制について、配置予
定管理技術者及び配置予定照査技術者は、技術士建設部門
（河川、砂防及び海岸・海洋）の資格を有することと記載があり
ます。

　またP9の評価項目「配置予定技術者の資格等」の評価の視
点では技術士総合技術監理部門を有しているかが記載されて
います。

　こちらについて、配置予定管理技術者及び配置予定照査技
術者の必須資格として、建設部門（河川、砂防及び海岸・海
洋）が該当し、さらに総合技術監理部門を有している場合には
加点要素になるという理解でよろしいでしょうか？

工事名

掲示日

回答者

令和８年度　交付金（総流防）雪崩対策事業　雪崩事業箇所検討業務

令和8年5月29日

長野県建設部砂防課

箇所名 県内一円

　評価項目「配置予定技術者の資格等」の配点内訳について

　実施要領P9の「配置予定技術者の資格等」について、
評価事項と評価の視点ごとの配点を開示いただくことは可能
でしょうか？

例
　総合技術管理部門を有する場合：4点
　管理技術者として従事した実績が5件以上：4点
　手持ち業務数が5件以下：4点
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　評価点の内容に関する質問については回答できませ
ん。


